様式8-2


紙面作成課題について
＜令和８年度「広報あべの」編集方針＞
令和８年度阿倍野区広報紙「広報あべの」はタブロイド判12頁（月によっては８頁）を次のように構成します。（※原則であり、選挙や大阪市全体の重点広報項目等には臨機応変に対応します。）
１面「表紙」

時宜に合わせ、区として一番発信したい情報（原則として一分野）について、アイキャッチとなる写真（または画像）を中心に発信します。なお、広報紙全体の訴求効果を高めるため、原則として１面はアイキャッチがメイン、必要な場合は小記事も入ることとします。

２面・12面　「その月の特集情報、個別記事」

その月に個別に発信する必要がある特集やインフォメーション以外に掲載する必要がある記事を配置します。

３～４面　「インフォメーション」

３列構成で５つのコーナー（「くらし」、「子育て」、「健康・福祉」、「講座・イベント」「募集」）を設け、それぞれの情報を発信します。　

５～８面「特集増頁面」（実施しない月もあり）

　２面ないし４面まとめての情報発信が必要なものや、見開きで地図を使用する記事等を配置します。

９～11面　「大阪市民のみなさんへ」

　本市政策企画室作成の市政情報記事「大阪市民のみなさんへ」は９～11面に配置します。

（タブロイド判８頁の月（令和６年度は５，12，２月）は５～７面を「大阪市民のみなさんへ」、２・８面を「その月の特集情報、個別記事」とします。
●課題作成にあたっては、区民が「広報あべの」を「見やすい・わかりやすい・親しみやすい」と実感し、特に広報紙の存在を知らない層、無関心層、若年層にも広報紙に興味を持ってもらえるように企画してください。また、下記事項に留意すること。
紙面数　:　４ページ分（表紙（1面）紙面割ラフ様式8-1あり・中面（2・3面）・最終面（12面））
提出部数　:　８部
規格・仕様　:　下記実際の印刷時の仕様を参考に近い仕様で提案すること
	規　　格
	用　　紙
	マットコート紙（坪量54.2ｇ/㎡以上）

	
	仕上がり
規　　格
	タブロイド判

	
	印 刷 色
	両面印刷（プロセスカラー）


紙面構成は横書きを基本(左開き)
＜共通事項＞
(1)紙面は令和８年５月号No.360を想定したものとする。
(阿倍野区広報紙 1面(表紙)、2面、3面、12面（最終面）を想定)
(2)組版にあたっては、誰もが読みやすいユニバーサルデザインで作成すること。
(3)各紙面の作成にあたっては、当区から提供するテキストデータ及び写真データのほか、適宜提案者が用意したイラスト・写真・図柄を自由に配置できることとする。また、必要に応じてキャッチコピー等も挿入できることとする。
(4)阿倍野区キャラクター 「あべのん」の使用については、阿倍野区ホームページ「あべのんデザイン一覧（https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000441734.html）に掲載しているものを使用可能なほか、イメージを損なわない範囲で自由に作製、改変できるものとする。
(5)SDGsを推進する観点から、SDGs番号の記載のある記事については、SDGsアイコンを挿入すること。
　アイコンは、阿倍野区ホームページ「あべのんのオリジナルSDGsマークを作成しました！」（https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000622688.html）に掲載しているものを使用すること。また、使用にあたっては、作成、改変を行わないこと。
(6)各紙面の作成にあたっては、当区から提供するテキストデータのうち、内容が変わらない程度において、文字を省略または図などへ変更することを認める。(例)問合せ　⇒　問　　電話　⇒TELなど
(7)本課題で提示する記事原稿はすべて課題作成のため作成したものであり、実際のものとは異なる。また、原稿内の連絡先へ問い合わせないこと。
【1面記事・アイキャッチ（児童福祉月間）は後述】
≪1面上部タイトル≫
タイトルロゴ（広報あべの）やタイトルイメージは新たに作成し提案してください。
参考に、令和７年度のタイトルロゴ・タイトルイメージは次のとおりです。
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阿倍野区マスコットキャラクターあべのん
2025年（令和８年）５月号　No.360
【編集・発行】阿倍野区役所 総務課（区政企画）

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1-1-40

電話6622-9986（代表） FAX6621-1412
【1面記事】
≪1面フッター≫
【区役所の開庁時間】平日（月曜日～金曜日）9:00～17:30　金曜日17:30～19:00（一部業務）　第4日曜日9:00～17:30（一部業務）

第4日曜日は開庁日！1階10番住民登録　2階24番保険年金窓口で一部業務を取扱っています。今月は5/24（日）です。ぜひご利用ください。

問問合せ　日日時　員定員　場場所　対対象　申申込み　￥費用　持持ち物　締締切　
HPホームページ　行オ　行政オンラインシステム　　　✉メール
【1面記事】

≪特集　5月は児童福祉月間です　詳しくは２面へ≫（ターゲット：子育て世代）

（※1面のアイキャッチと2面全体を使って記事を作成してください。
　1面のアイキャッチは写真（画像）をメインに、キャッチコピーやイラスト等を使用し、手に取り中面を読みたくなるような工夫をすること。2面につながることを最大限に意識したイメージにしてください。）
児童福祉月間とは？

子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、こども家庭庁において毎年5/5の「こどもの日」から1週間を「こどもまんなか　児童福祉週間」と定めており、大阪市では５月を「児童福祉月間」としています。

この期間中、児童福祉の理念を普及・啓発するため、さまざまな事業などを行っています。
≪助け合うこころでつなぐ町会　-町会に入りませんか-≫

SDGs11　住み続けられるまちづくりを・SDGs16　平和と公正をすべての人に
「区役所ホームページでも紹介中！」→（二次元コード）
[image: image2.emf]
「各地域のSNS情報」→(二次元コード)
[image: image3.emf]
「町会」への参加は、ご近所同士の顔見知りの関係を作り、防災、防犯につながります。みなさまでふれあいとぬくもりのある安全で安心して暮らせるまちを作っていきませんか。

お住まいの地域の町会がわからない方は、問合せ先まで。

問合せ　区役所（市民協働）2階23番　電話　6622-9787　FAX　6621-1412

【2面記事】
SDGs3　すべての人に健康と福祉を

≪親子で遊びにいきませんか？　つどいの広場（市委託事業）≫
①地域子育て支援センター  阿さひ保育園「ほっこり」

　日時　月曜～金曜 10:00～12:30、13:00～15:30
　住所　旭町3-1-6　電話 090-5675-3437

②こもものひろば阿倍野筋

　日時　月曜～金曜 9:30～12:00、13:00～15:30（毎週水曜のみ16:00まで）

　住所　阿倍野筋5-1-17　電話 6657-6966

③ふらっとひろば ままちっち

　日時　月曜～金曜 9:30～14:30

　住所　阪南町2-7-12　電話 080-4567-9050

④子ども・子育てプラザ

　日時　火曜～日曜 10:00～15:00
　住所　阪南町2-23-21　電話 6623-1775

⑤こもものひろば王子町

　日時　月曜～金曜 9:30～12:00、13:00～15:30（毎週月曜のみ16:00）

　住所　王子町4-1-73　電話 6628-7411

⑥ままちっちひろば西田辺

　日時　月曜～金曜 9:30～14:30

　住所　昭和町5-10-3　電話 7502-4059
※阿倍野区の簡易な地図を作成し、地図上で①～⑥の概ねの場所がわかるよう示すこと。

≪阿倍野区の子育てイベントカレンダー≫

阿倍野区および周辺で子育て中のママたちが作る情報紙「子育て情報ままちっち」のスタッフが、子連れで行けるイベント情報を集めて掲載しています!
1か月の情報がすべて載っているカレンダーです。
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「こちらからチェック！」→（二次元コード）
[image: image5.emf]
≪子育てミニニュース≫

区内の子育てのイベント・情報が盛りだくさん！

「こちらからチェック！」→（二次元コード作成してください）

https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/category/3411-2-8-0-0-0-0-0-0-0.html
[image: image6.png]



≪大阪市LINE≫

阿倍野区役所とお友達になると、子育てミニニュースもUPされますよ！「阿倍野区」「子育て」と設定してください。

「登録はこちらから」→（LINEアイコン・二次元コード）
[image: image22.png]
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≪子育てマップ≫

区内の保育所・保育園や認定こども園・地域型保育事業所、各種相談など、子育てを応援する情報が載っています！

「こちらからチェック！」→（二次元コード）
[image: image7.emf]
問合せ　区役所（子育て支援）3階31番　電話 6622-9980　FAX 6629-1349
≪「子育て情報コーナー」をご利用できます≫

区役所1階の「子育て情報コーナー」は平日9:00～17:30まで自由にご利用いただけます。授乳室も完備。お子さんの成長記録に計測も行っています。
問合せ　区役所（保健活動）1階3番　電話 6622-9968　FAX 6629-1349
≪親子のつどい≫
子どもたちの遊びを中心に、親も子も交流しながら不安や悩みを解消して子育てを楽しむ、0歳から就学前のお子さん向けの場所です。

●高松地区　高松会館（天王寺町北2-24-4）第３水曜10:00～11:30

●常盤地区　常盤文化会館（阪南町1-11-39）第２土曜10:00～11:50

●金塚地区　金塚ふれあい会館（旭町3-3-18）第３月曜13:00～15:00
●文の里地区　文の里会館（昭和町1-6-6）※7・12・2月は阿倍野保育園（文の里3-6-10）第３木曜10:00～11:30

●王子地区　王子福祉会館（阿倍野筋4-7-17）第３木曜10:00～11:45

●丸山地区　丸山小学校ミーティングルーム（丸山通1-4-43）第４金曜10:00～11:30

●長池地区　長池連合会館（長池町19-1）第３水曜10:00～11:45

●阿倍野地区　阿倍野連合会館（阪南町2-13-29）第４金曜10:00～11:30

●晴明丘地区　晴明丘会館（北畠1-18-4）第３金曜13:00～14:30

●阪南地区　阪南連合会館（阪南町5-12-24）第４月曜13:30～15:30

※開催場所の使用状況により、日時・場所を変更する場合があります。各地区の主任児童委員または問合せ先に確認のうえご参加ください。
問合せ　区役所（生活支援）3階35番　電話 6622-9875　FAX 6621-1412
(※楽しそうな子どもの写真などを適宜活用すること)
≪2面ヘッダー≫

【ネットで便利！大阪市税！】スマートフォンなどから便利なサービスが利用できます。●Web口座振替受付サービス　●決済アプリ（各種Pay等）やクレジットカードなどを利用した納付　●「納期限のお知らせ」メール配信など…詳細については、市ホームページでご確認ください。

ホームページ「大阪市　市税　納付」で検索

問合せ 財政局収税課（収納管理）電話6208-7783　FAX6202-6953（平日9:00～17:30）

≪2面フッター≫
阿倍野区広報紙「広報あべの」は、原則毎月1日～5日（１月号のみ１日～６日）に区内すべてのお宅と事業所のポストにお届けしています（区内全戸配布）。届かない場合は、ご連絡ください。
問合せ　合同会社RK　フリーダイヤル 0120-979-449（10:00～17:00 平日のみ）
【3面記事】

≪3面インフォメーション≫
くらし/健康・福祉/講座・イベント/募集のジャンルごとの記事をそれぞれの区分が分かるようにしつつ、自由に配置してください。
また、各面記事掲載情報をもとに、5月のイベント日程(4/27～5/31)をカレンダーやリストなど視覚的にまとめ、３面のどこかに配置してください。
くらし

≪市国民健康保険に加入の70歳から74歳の方へ≫

7月下旬までに新しい高齢受給者証又は資格情報のお知らせを送付します。現在のものは8/1(土)から使用できなくなります。7月中に届かない場合は、問合せください。

問合せ　区役所(保険年金)2階24番　電話 6622-9956　FAX 6621-1412
≪税の納期限≫
個人事業税第2期分の納期限は5/29（金）です
健康・福祉
≪カンピロバクター食中毒に注意≫

カンピロバクター食中毒が全国的に多発しています！
主な症状：下痢、腹痛、発熱など

主な原因食品：鶏の刺身、タタキなどの生や加熱不十分の肉

【予防方法】

（1）肉は中心部の色が完全に変わるまで十分に加熱。（75℃で1分間以上）

（2）肉をさわった後は、しっかり手洗い。

（3）肉を焼くときは専用の箸やトングを使い、食べる箸と区別する。

問合せ　区役所（地域保健）1階5番　電話　6622-9973　FAX　6629-1349
≪区役所での健診（検診）・予防接種・健康相談≫

SDGs3　すべての人に健康と福祉を

・結核健診(胸部X線検査)：予約不要(15歳以上)　 5/19（火）、6/17（水）10:00～11:00　無料

・大腸がん検診：要予約※1(40歳以上)　 5/28（木）、6/7（日）9:30～10:50　300円

・肺がん検診：要予約※1（40歳以上） 6/7（日）9:30～10:50　無料※2

・乳がん検診（マンモグラフィ）：要予約※1（40歳以上）　6/25（木）13:30～14:50　1,500円

・骨粗しょう症検診（骨量検査）：要予約※1（18歳以上）　5/28（木）9:30～10:50、6/25（木）13:30～14:50　無料

・特定健康診査：予約不要※3　6/7（日）9:30～11:00　無料

・歯科健康相談：予約不要※4　5/28（木）9:30～11:00　無料

・離乳食講習会：要予約　5/2（土）、6/6（土）10:00～11:30　無料:

・酒害教室：予約不要※5　5/2（土）、6/6（土）14:00～16:00　無料

・地域生活向上教室（ハートピーチ）：要予約※5　5/13（水）、6/10（水）10:00～12:00　無料

・専門医によるこころの健康相談：要予約※5・6　5/20（水）・30（土）午後のみ　無料


・統合失調症の家族教室：要予約※5　5/9（土）、6/13（土）14:00～16:00　無料
※1 実施日のおよそ2週間前または定員に達した時点で締切
※2 喀たん検査400円【ハイリスクの方】
※3 対象：40歳以上の大阪市国民健康保険加入者、または後期高齢者医療制度加入者。 受診券(4月下旬頃に送付)、経過措置による保険証または資格確認書またはマイナ保険証と資格情報のお知らせ、特定健診個人票をお持ちください。基本的な健診(問診、身体計測・診察・血圧測定・検尿・血液検査)を行います。医師の判断で必要な方のみ詳細な健診(心電図・眼底・貧血の検査)を行います。
※4 歯科医師がお口の中に関する個別の相談に応じ、助言や指導を行います。
※5 問合せ　区役所(保健活動)1階3番 電話 6622-9968　FAX 6629-1349
※6 精神保健福祉相談員・保健師による相談は、随時行っています。

区役所でのがん検診・特定健診等の日程はこちら(二次元コード)
[image: image8.emf]
※5 ※6精神保健福祉事業はこちら(二次元コード)
[image: image9.emf]
講座・イベント
≪手作り味噌教室（白味噌）≫　要申込

プロの職人から学ぶ本格的な白味噌作りの教室です。作った味噌はお一人様3kgお持ち帰りいただけます。

日時　5/8（金）・9（土） 各日3回開催

（1）10:00～11:30（2）13:00～14:30（3）15:00～16:30

定員　各15名（先着順）

費用　4,000円

持ち物　エプロン、布巾、お手拭、密閉容器、持ち帰る袋、マスク

問合せ・場所・申込み　区民センター（阿倍野筋4-19-118）電話　4398-9877　FAX　4398-9878
≪開園50周年記念事業 春のローズウィーク≫

日時　5/15（土）～6/8（月）
問合せ・場所　長居植物園（東住吉区長居公園1-23）　電話　6694-9007　FAX　6696-7405
[image: image10.emf]
詳しくはこちら（二次元コード）
[image: image11.emf]
≪小学生おやつクッキング≫　要予約

講師　区保健福祉センター管理栄養士、食生活改善推進員協議会

日時　5/22（金） 14:00～15:45

場所　区民センター1階（阿倍野筋4-19-118）

対象　小学生

定員　10名（先着順）

費用　300円（事前徴収）

申込み　5/15（金）10:00～26（金）17:00　電話または直接問合せ先へ

問合せ　区子ども・子育てプラザ（阪南町2-23-21）電話　6623-1775　FAX　6623-1775
募集

≪「こども110番の家」に登録しませんか≫
もしもの時に子どもたちが助けを求めることができるように、地域の協力家庭やお店が目印となる旗やステッカーを揚げています。家庭や地域のみなさんで、子どもたちを守りましょう！

「こども110番の家」の登録は、区役所で随時受付中！
詳しくはこちら（二次元コード作成してください）
https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000270947.html　
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問合せ　区役所（市民協働）2階23番　電話　6622-9787　FAX　6621-1412
≪3面ヘッダー≫

大阪市サービスカウンター（SC）では、土日祝も戸籍・住民票・印鑑証明などの証明書を取得できます。税証明は取扱っていません。休業日、取扱時間や業務はお問合せください。（二次元コード）

●天王寺SC（あべちかB1　電話6773-0874）●梅田SC（ディアモール大阪B1　電話6345-0874）●難波SC（なんば駅構内B1　電話6211-0874）
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000261447.html
(二次元コード作成してください)
≪3面フッター≫
●ナイター法律相談　要予約　5/27（水）18:30～21:00　
場所　北区民センター（扇町2-1-27)
定員　32組（先着順）
申込　行政オンラインシステムで5/6（水）17:00まで《予約が定員に満たない場合は相談日18:00時点で来場している相談希望者で抽選（18:00受付終了）》
●日曜法律相談 要予約　5/24(日）13:00～17:00
場所　天王寺区役所（真法院町20-33) 
定員　16組（先着順）
申込　予約専用電話 050-1808-6070（24時間自動受付）5/15(金)～24（日）10:00まで
（ナイター及び日曜法律相談とも）市総合コールセンター（なにわコール）
電話 4301-7285  FAX 6373-3302（年中無休 8:00～21:00）
【12面】(下記６つの記事を自由に配置してください)
≪仕事・生活・自立相談あべの　～生活にお困りの方へ～≫

SDGs3　すべての人に健康と福祉を

こんなお悩みを抱えていませんか？

・仕事が見つからない

・離職して家賃が支払えない

・働くことが不安

・子どもの高校進学について悩んでいる

仕事や住居、生活の悩みについて相談支援員が一緒に考え、解決に向けてのお手伝いをします。一人で悩まず、まずはお電話ください。
（※この事業は区社会福祉協議会が受託して実施しています。）

日時　平日9:00～17:30（年末年始を除く）

対象　区内在住で生活にお困りの方（生活保護を受けている方はケースワーカーにご相談ください）

詳しくはこちら（二次元コード作成してください）

https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000302462.html
問合せ　区役所（仕事・生活・自立相談あべの）1階7番　電話 6622-9795　FAX 6622-9979　

　　　　　メール abeno-konkyu@dune.ocn.ne.jp
≪外国籍のこどもの小学校・中学校 入学手続き≫

SDGs4　質の高い教育をみんなに

2027年4月に　外国籍の　こどもが　大阪市立の　小学校・中学校へ　入るには、9月26日(金)までに　手続きが　いります。

●学校へ　入ることが　できる　こども

・小学校：2019年4月2日から　2020年4月1日に　生まれた　こども

・中学校：来年(2026年)3月に　小学校を　卒業する　こども

●手続き

8月初めに　「入学のご案内」を　送ります。必要な　ことを　書いて、9月26日(金)までに　問合へ　送るか　持ってきてください。引越などで　ご案内が　届かなかった　ときでも　手続きできますので　阿倍野区役所へ　きいてください。

わからないことは、問合阿倍野区役所(住民登録)1階10番　電話 6622-9963　FAX 6621-1412)へ　きいてください。
問合阿倍野区役所(住民登録)1階10番　電話 6622-9963　FAX 6621-1412)

※この記事に関してのみ、日付表記は「●月●日（●）」としてください。
※すべての漢字にふりがなを振ってください、
※できるだけ大きなフォントで、外国籍の方にも読みやすく作成してください。

≪あべの・ちょこっとウォーキング≫申込不要・雨天決行・無料
SDGs3　すべての人に健康と福祉を

老人クラブが中心となって開催する２～３ｋｍのコースのウォーキングです。

どなたでもお気軽にご参加ください。
日時　6/13（土）9:30 長池公園（北端）※午前７:00時点で暴風警報発表時は中止

持ち物…飲み物、あべのウォーク登録カード（お持ちの方）　
問合せ　老人クラブ連合会　電話6623-8052　

        区役所(保健活動）１階３番　電話6622-9968　FAX6629-1349
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《あべcafe》
SDGs3　すべての人に健康と福祉を

バランスよく食べよう！

豚バラ肉とブロッコリーのうま塩炒め
【材料2人分】
豚バラ肉　200g
ブロッコリー　１房

長ねぎ　１本

ごま油　小さじ１

A　

酒　大さじ１

おろしにんにく　小さじ2分の1

鶏がらスープの素　小さじ 2分の1

塩こしょう　少々

【作り方】
1　耐熱ボウルに小房に分けたブロッコリー・水(大1)を入れてラップをかけ、600Wの電子レンジで約2分加熱し、水気を切る。

2　豚バラ肉は5cm幅に切る。

3　長ねぎは５mm幅の斜め薄切りに切る。

4　フライパンにごま油をひいて中火で熱し、2を入れて火が通るまで炒め1、3を加えさらに炒める。

5　Aを加え、味をなじませたら完成。
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問合せ　区役所(地域保健) 1階4番 電話6622-9882　FAX6629-1349
≪「あべのオレンジチーム」へご相談ください≫［相談無料・秘密厳守］
SDGs3　すべての人に健康と福祉を

あべのオレンジチームは認知症の専門相談窓口です。これまでも多くの区民の方の認知症相談に寄り添い、専門医の診断を受けて介護サービスへつなぎ、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援しています。

区民の方からは「診断を受けて介護サービスにつながり、今では支援してもらいながら、いきいきと生活できるようになりました。」などの声をいただけるようになりました。

同じことばかり言う、いつも物を探している、日付を間違えるなど、気になる症状があれば、まずはお気軽にお電話ください。

詳しくはこちら(二次元コード)
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●ご存じですか？「若年性認知症」

18～65歳未満の方が認知症を発症した場合は、「若年性認知症」といいます。

発症すると、就労や子育て、親の介護など多くの課題が発生します。

あべのオレンジチームは相談を受け、ご本人の気持ちに寄り添いながらさまざまな専門機関につなぎ、認知症の方どうしが集える場なども紹介しています。

【早期診断・治療のメリット】

①治る病気を見逃さない　

②進行予防は早期治療から

③制度利用は初診日が重要　

④症状の軽い間に生活の工夫が可能

問合せ　あべのオレンジチーム(帝塚山1-3-8 区社会福祉協議会内)

電話 6628-1300　FAX 6628-9393　（月～土　9:00～17:00　日・祝・年末年始を除く）
≪5/12は民生委員・児童委員の日です≫

SDGs3　すべての人に健康と福祉を

●民生委員・児童委員とは？

民生委員法・児童福祉法により厚生労働大臣から委嘱を受けた特別職の公務員です。地域住民の立場で地域の福祉のためボランティアで活動しています。

●主任児童委員とは？

子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。

●どんな活動をしているの？

担当区域で子どもたちへの声かけ、高齢者や障がいのある方の安否確認や見守りをしています。妊娠や子育ての不安、医療や介護の悩み、失業や経済的困窮による生活上の悩みなどさまざまな相談に応じ、地域の専門機関とのつなぎ役になります。また、法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。阿倍野区では今年3月末時点で、約150人が活動しています。

詳しくはこちら（二次元コード作成してください）
https://www.city.osaka.lg.jp/abeno/page/0000307728.html　
問合せ　区民生委員児童委員協議会事務局 区役所（生活支援）3階35番
電話 6622-9875　FAX 6621-1416

≪12面フッター≫
区ホームページ「阿倍野区役所」検索（検索窓のようにしてください）

・「広報あべの」バックナンバーもみられます！（二次元コード）
[image: image16.emf]
・区役所窓口予約・混雑状況を確認（二次元コード）
[image: image17.emf]
・SNSでも情報発信中！

（X、LINE、YouTube、Instagramの各アイコンと、二次元コードを入れてください）
X（旧ツイッター）（二次元コード）
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LINE（二次元コード）
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YouTube（二次元コード）
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Instagram（二次元コード）
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